
令 和 7 年 9 月 1 日
午 後 3 時 30 分 開 会

さ ん く す ３ 番 館 ４ 階 教 育 委 員 室

第１

報告第 17号

報告第 18号

報告第 19号

第２ 報告第 20号

第３ 議案第 42号

第４ 教育長報告

議　　事　　日　　程

吹田市議会の議決を経るべき事件の議案

吹田市立小・中学校屋内運動場空調設備整備事業契約の一部変更
について

吹田市吹田東地区公民館大規模改修及び昇降機設置工事（建築工
事）請負契約の締結について

吹田市教育委員会事務局職員の人事発令について

令和７年９月吹田市議会定例会提案の令和７年度補正予算案につ
いて（教育委員会所管事務分）

吹田市教育委員会事務局職員の人事発令について



 



 

報告第１７号  

 

 

吹田市立小・中学校屋内運動場空調設備整備事業契約の  

一部変更について  

 

 

標記のことについて、吹田市教育委員会の権限に属する事務の教育長

に対する委任等に関する規則（昭和４９年吹田市教育委員会規則第６

号）第４条第２項の規定により、臨時に代理したので報告します。 

 

 

令和７年９月１日  

 

 

吹田市教育委員会 

                      教育長 大江 慶博 

 

 

記  

 

 

１ 臨時に代理した日   令和７年８月２６日  

 

２ 内      容   別紙のとおりで、異議ないものとしました。 
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議案第７９号 

 

 

吹田市立小・中学校屋内運動場空調設備整備事業契約の一部変更について 

 

 

本市は、吹田市立小・中学校屋内運動場空調設備整備事業契約（令和５年１２月２２日

議決第１０４号、令和６年６月２８日議決第７６号、令和６年１２月２０日議決第１１９

号、令和７年３月２４日議決第１８号、令和７年７月２日議決第６３号）の一部を次の  

とおり変更します。 

 

 令和７年９月３日提出 

 

吹田市長 後 藤 圭 二  

 

変更部分 

 

変更理由  

吹田市立小・中学校屋内運動場空調設備整備事業契約において、賃金水準又は物価水

準の変動により設計・施工等のサービス対価が不適当となったと認めたときは、変動前

工事代金額の１０００分の１５を超える額につき、当該サービス対価の変更に応じるこ

とが定められているところ、第５期工事における設計・施工等のサービス対価のうち、

施工業務及び工事監理業務に係る費用について、変動前工事代金と同事業契約に定める

物価変動の指数を適用して算出した変動後工事代金額をそれぞれ比較すると、１０００

分の１５を超えて増加したため。 

項 目 変 更 前 変 更 後 

５ 契約金額 

４，９４３，３８２，０３７円 

ただし、物価変動及び消費税法変更

等に伴い金額の改定がなされた場

合には、当該改定がなされた金額と

する。 

（内 訳） 

設計・施工等のサービス対価 

４，３３６，９４４，５１３円 

維持管理のサービス対価 

６０６，４３７，５２４円 

５，０５４，５７２，１６０円 

ただし、物価変動及び消費税法変更

等に伴い金額の改定がなされた場

合には、当該改定がなされた金額と

する。 

（内 訳） 

設計・施工等のサービス対価 

４，４４８，１３４，６３６円 

維持管理のサービス対価 

６０６，４３７，５２４円 
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議案第７９号参考資料 

学校教育部学校管理課 

 

 

吹田市立小・中学校屋内運動場空調設備整備事業契約の一部変更について 

 

 

１ 事業概要 

小・中学校の屋内運動場（体育館）への空調設備の整備及び維持管理を 18年間のＰＦＩ

事業で実施しています。５期に分けて順次、設計・施工等を進め、令和７年度（2025年

度）末までに全校への整備を完了する予定です。 

 

工期 引渡（予定）日 

第１期工事 令和６年（2024年）５月 31日 

第２期工事 令和６年（2024年）11月 30日 

第３期工事 令和７年（2025年）３月 31日 

第４期工事 令和７年（2025年）６月 30日 

第５期工事 令和８年（2026年）３月 31日 

 

 

２ 契約変更理由 

  本事業契約において、賃金水準又は物価水準の変動により設計・施工等のサービス対価

が不適当となったと認めたときは、各工期につき１回、当該対価を変更できると定めてい

るところ、第５期工事の引渡分について１.５％を超える変動が認められましたので、本事

業契約の定めにより、設計・施工等のサービス対価を改定するものです。 

 

 

３ 変更内容 

 

 

項 目 変 更 前 変 更 後 差 額 

契 約 金 額 4,943,382,037円 5,054,572,160円 111,190,123円 

内

訳 

設計・施工等の 

サービス対価 
4,336,944,513円 4,448,134,636円 111,190,123円 

維持管理の 

サービス対価 
606,437,524円 606,437,524円 － 
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報告第１８号  

 

 

吹田市吹田東地区公民館大規模改修及び昇降機設置工事（建築工

事）請負契約の締結について  

 

 

標記のことについて、吹田市教育委員会の権限に属する事務の教育長

に対する委任等に関する規則（昭和４９年吹田市教育委員会規則第６

号）第４条第２項の規定により、臨時に代理したので報告します。 

 

 

令和７年９月１日  

 

 

吹田市教育委員会 

                      教育長 大江 慶博 

 

 

記  

 

 

１ 臨時に代理した日 令和７年８月２６日  

 

２ 内      容 別紙のとおりで、異議がないものとしました。 
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議案第７８号 

 

 

 

吹田市吹田東地区公民館大規模改修及び昇降機設置工事（建築工事）請負契約の締結に 

ついて  

 

 

 本市は、吹田市吹田東地区公民館大規模改修及び昇降機設置工事（建築工事）の請負契約を次の 

とおり締結します。 

 

  令和７年９月３日提出 

 

 

                                   吹田市長 後 藤 圭 二 

 

 

記 

 

１ 工 事 名  吹田市吹田東地区公民館大規模改修及び昇降機設置工事（建築工事） 

 

２ 工事概要  大規模改修工事 

構造・階数  鉄筋コンクリート造 地上３階  

延床面積  ３３２㎡ 

工事内容  防水改修工事、建具改修工事、内装改修工事及び 

              塗装改修工事 

         昇降機設置工事 

構造・階数  鉄骨造 地上３階 

          延床面積  ４４㎡ 

          工事内容  昇降機設置工事及び解体工事 

 

３ 工事場所  吹田市吹東町３番６号 

 

４ 工 期  着工 令和７年９月市議会議決後 

完成 令和８年９月３０日 

 

５ 請負金額  １５２，４１４，９００円 

 

６ 請 負 者  吹田市南正雀１丁目２４番３５号 

吹田土木興業株式会社 

            代表取締役 竹 内 祐 三 
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   議案第 78 号参考資料 

地域教育部まなびの支援課               
  
 
 
 
 
 

吹田市吹田東地区公民館大規模改修及び昇降機設置工事（建築工事） 

 

 

 

１ 請負金額  １５２，４１４，９００円 

         

２ 請負者   吹田市南正雀１丁目 24番 35号 

          吹田土木興行株式会社 

          代表取締役 竹内 祐三 

 

３ その他   別途発注工事 

(1) 吹田市吹田東地区公民館大規模改修及び昇降機設置工事 

（電気設備工事）今後発注予定 

(2) 吹田市吹田東地区公民館大規模改修及び昇降機設置工事 

（機械設備工事）今後発注予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 
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吹田土木興業株式会社

昭和５２年　４月２２日
（１９７７年）

昭和５３年　１月２３日
（１９７８年）

昭和５６年　１月２３日
（１９８１年）

昭和５９年　１月２３日
（１９８４年）

昭和６２年　１月２３日
（１９８７年）

昭和６２年　１月２８日
（１９８７年）

平成　元年　４月１９日
（１９８９年）

平成　２年　１月２３日
（１９９０年）

平成　５年　１月２３日
（１９９３年）

平成　６年　７月２６日
（１９９４年）

平成　８年　１月２３日
（１９９６年）

平成１３年　１月２３日
（２００１年）

平成１８年　１月２３日
（２００６年）

平成２３年　１月２３日
（２０１１年）

平成２８年　１月２３日
（２０１６年）

平成３０年１２月１４日
（２０１８年）

令和２年７月３日
（２０２０年）

令和３年１月２３日
（２０２１年）

大阪府知事許可（特－７）第４２７９７号

営　業　の　沿　革

創　　　業

（般－５２）第４２７９７号より（特－５２）第４２７９７号
に変更　土・建・ほ・と・園

大阪府知事許可（特－５５）第４２７９７号

大阪府知事許可（特－５８）第４２７９７号

資本金を増額１，３５０万円⇒２，０５０万円

創
　
　
業
　
　
後
　
　
の
　
　
沿
　
　
革

大阪府知事許可（特－２７）第４２７９７号

大阪府知事許可（特－３０）第４２７９７号　解体工事業を追
加

大阪府知事許可（特－２）第４２７９７号　水道施設工事業を
追加

大阪府知事許可（特－６２）第４２７９７号

資本金を増額２，０５０万円⇒３，５００万円

大阪府知事許可（特－１）第４２７９７号

大阪府知事許可（特－４）第４２７９７号

資本金を増額３，５００万円⇒６，５００万円

                                       （２）

大阪府知事許可（特－１２）第４２７９７号

大阪府知事許可（特－１７）第４２７９７号

大阪府知事許可（特－２２）第４２７９７号

大阪府知事許可（特－２）第４２７９７号
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発注者 請負金額（千円）

321,834 ～

21,975 ～

工　事　経　歴　書

吹 田 土 木 興 業 株 式 会 社

工　　事　　名 工　　　期

吹田市立山田中学校校舎大規
模改造２期及び屋内運動場大
規模改造工事（建築工事）

吹田市

令和　５年（２０２３年）　５月

令和　５年（２０２３年）１１月

吹田市立千里新田小学校教室
改修工事（建築工事）

吹田市

令和　６年（２０２４年）１０月

令和　７年（２０２５年）　２月

                                     （３）
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（単位  円） （単位　円）

１　流動資産 291,092,957 １　営業損益

２　固定資産 160,717,807 　(1)純売上高 476,276,028

　(2)売上原価 435,481,818

　　　売上総利益 40,794,210

　　資産合計 451,810,764 　(3)販売費及び一般管理費 34,559,161

　　　営業利益 6,235,049

１　流動負債 26,158,303

２　固定負債 102,834,000

２　営業外損益

　　負債合計 128,992,303 　(1)営業外収益 1,828,740

　(2)営業外費用 2,479,266

１　資本金 65,000,000 　　　経常利益 5,584,523

２　利益剰余金 257,818,461

１　特別利益 0

２　特別損失 0

　　税引前当期純利益 5,584,523

　　純資産合計 322,818,461     法人税、住民税及び事業税 1,453,700

　　当期純利益 4,130,823

　　負債純資産合計 451,810,764

                                          （４）

                  至　令和 6年 7月31日

吹田土木興業株式会社

貸借対照表 損益計算書

（令和 6年 7月31日現在）                   自　令和 5年 8月 1日

[資産の部] [経常損益の部]

[負債の部]

[純資産の部]

[特別損益の部]
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報告第１９号  

 

 

令和７年９月吹田市議会定例会提案の令和７年度補正予算案につ

いて（教育委員会所管事務分）  

 

 

 標記のことについて、吹田市教育委員会の権限に属する事務の教育長  

に対する委任等に関する規則（  昭和４９年吹田市教育委員会規則第６

号）第４条第２項の規定により、臨時に代理したので報告します。  

 

 

令和７年９月１日  

 

吹田市教育委員会  

教育長 大江 慶博  

 

記  

 

 

１ 臨時に代理した日    令和７年８月２６日  

 

２ 内      容    別紙の内容で異議がないものとしまし

た。  
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令和７年度 

 

 

教育費 補正予算（案） 

 

 

 

 

 

 

 

吹田市教育委員会 

21



第
 
３
 
表
 
 
債
務
負
担
行
為
補
正

追
　

加

千
円

事
　
　
　
　
　
　
項

期
　
　
　
　
　
　
間

限
　

　
　

　
　

　
度

　
　

　
　

　
　

額
備

　
　

　
　

　
　

考

旧
西

尾
家

住
宅

保
存

修
理

・
耐

震
対

策
第

１
期

工
事

令
和
８
年
度

６
，

９
３

５

2
2

22

Administrator
長方形



第
 
４
 
表
　
地
方
債
補
正

変
 
 
更

据
置

期
間

償
 
還
 
方
 
法

区
分

償
還

期
限

据
置

期
間

償
 
 
還

 
 
方

 
 
法

そ
 
 
 
の

 
 
 
他

半
年

賦
元

利
均

政
府

半
年

賦
元

利
均

市
財

政
の

都
合

に

等
、

年
賦

元
利

等
、

年
賦

元
利

よ
り

据
置

期
間

お

普
通

貸
借

均
等

、
当

初
発

普
通

貸
借

府
均

等
、

当
初

発
よ

び
償

還
期

限
を

行
額

の
3
％

以
行

額
の
3
％

以
短

縮
し

、
も

し
く

ま
た

は
上

半
年

賦
、

半
ま

た
は

銀
行

上
半

年
賦

、
半

は
繰

上
償

還
し

、

年
賦

元
金

均
等

、
年

賦
元

金
均

等
、

ま
た

は
低

利
に

借

証
券

発
行

年
賦

元
金

均
等

、
証

券
発

行
そ

の
他

年
賦

元
金

均
等

、
換

え
す

る
こ

と
が

満
期

一
括

満
期

一
括

で
き

る
。

起
 
 
債
 
 
の

目
 
 
 
 
 
的

補
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前

補
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
後

限
度
額

起
債
の

方
 
 
 
法

利
 
 
率

償
 
 
 
 
 
 
 
 
還
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
方
 
 
 
 
 
 
 
法

限
度
額

起
債

の
方

 
 
 
法

利
 
 
率

償
 
 
 
 
 
 
 
 
還

 
 
 
 
 
 
 
の

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

区
分

償
還

期
限

そ
 
 
 
の
 
 
 
他

千
円

％
以

内
年
以
内

年
以
内

千
円

％
以
内

年
以
内

年
以
内

政
府

市
財

政
の

都
合

に

よ
り

据
置

期
間

お

小
・

中
学

校
情

報
機

器
整

備
事

業

府
よ

び
償

還
期

限
を

2
2
4
,
2
0
0

5
.
0

5
3

短
縮

し
、

も
し

く
2
3
3
,
7
0
0

5
.
0

5
3

銀
行

は
繰

上
償

還
し

、

ま
た

は
低

利
に

借

そ
の

他
換

え
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

2
3

23

Administrator
長方形



歳
入
歳

出
補

正
予

算
事
項
別
明
細
書

　
　
歳

入

（
款
）
 
2
0
 
市
債

（
項
）
 
 
1
 
市
債

（
単

位
 
：

 
千

円
）

 
6

2
,
8
2
8
,
8
0
0
 

9
,
5
0
0
 

2
,
8
3
8
,
3
0
0
 
 
7
小

・
中

学
校

情
報

機
器

9
,
5
0
0
 
小

・
中

学
校

情
報

機
器

整
備

事
業

整
備

事
業

債

教
育

債

説
明

区
分

金
額

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

2
4

24

Administrator
長方形



　
　

歳
出

（
款
）
 
1
0
 
教

育
費

（
項
）
 
 
2
 
小

学
校

費
（

単
位

 
：

 
千

円
）

 
1

2
,
4
8
0
,
9
5
1

－
2
,
4
8
0
,
9
5
1

6
,
1
0
0

△
6
,
1
0
0

計
4
,
0
3
5
,
5
1
9

－
4
,
0
3
5
,
5
1
9

6
,
1
0
0

△
6
,
1
0
0

（
項
）
 
 
3
 
中

学
校

費
（

単
位

 
：

 
千

円
）

 
1

1
,
5
7
6
,
2
3
0

－
1
,
5
7
6
,
2
3
0

3
,
4
0
0

△
3
,
4
0
0

計
2
,
8
7
4
,
2
7
7

－
2
,
8
7
4
,
2
7
7

3
,
4
0
0

△
3
,
4
0
0

中
学
校
管
理

運

営
費

補
正

額
の

財
源

内
訳

節

説
明

特
定

財
源

一
般

財
源

区
分

金
額

国
府

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

小
学
校
管
理

運

営
費

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

説
明

特
定

財
源

一
般

財
源

区
分

金
額

国
府

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
正

額
の

財
源

内
訳

2
5

25

Administrator
長方形



（1） 

議案第８３号参考資料 

地域教育部文化財保護課 

 

   重文旧西尾家住宅主屋ほか６棟建造物保存修理工事（Ⅰ期工事）における    

債務負担行為の追加について 

 

１ 事業の内容 

標記工事（工期：令和４年（2022 年）７月１日～令和９年（2027 年）３月 15 日）

について、国より要請通知を受けた賃金等の急激な変動に伴う工事請負契約書第 26

条第６項（インフレスライド条項）※の適用により、請負代金額が次のとおり変更

となります。 

 

  工事請負費 

   変更前                  906,114 千円 

   変更後                  934,439 千円 

   増額金額                  28,325 千円 

（うち、債務負担超過額 6,935 千円） 

 

この変更によって設定済みの債務負担行為限度額を超過する金額について、債務負

担行為の追加を行うものです。 

 

  債務負担行為限度額 

   変更前                  918,087 千円 

   変更後                  925,022 千円 

 

  なお、請負契約の一部変更につきましては、次期定例会において議案の提案を予定

しています。 

 

  ※ 予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション

等が生じ請負代金額が著しく不適当となった場合に、発注者又は受注者が請負

代金額の変更を請求できる規定 
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（2） 

２ 予算額 

債務負担行為（追加） 

事項 期間 限度額 

旧西尾家住宅保存修理・耐震対策

第１期工事 
令和８年度 6,935 千円 

 

３ 経過及び今後の予定 

令和４年（2022 年）７月 工事着手 

令和５年（2023 年）12 月 債務負担行為の追加について 11 月定例会で議決 

令和６年（2024 年）３月 請負契約の一部変更について２月定例会で議決 

３月 工事請負業者と変更契約を締結 

令和７年（2025 年）11 月 請負契約の一部変更について 11 月定例会に提案 

12 月 工事請負業者と変更契約を締結 

令和９年（2027 年）３月 工事完成 
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９ 月 定 例 教 育 委 員 会 会 議 

教 育 長 報 告 事 項 

 

 

① 各部からの報告事項について 

 

② 令和７年９月吹田市議会定例会提案の令和７年度補正予算案につ

いて（放課後子ども育成室所管分） 
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( 1 ) 

議案第８３号参考資料 

地域教育部放課後子ども育成室 

私立幼稚園・認定こども園での放課後児童健全育成事業の実施について 

１ 事業の内容 

本市留守家庭児童育成室では入室希望児童数の急激な増加があり、指導員や施設

の確保が年々厳しくなっているため、既存の事業や施設を活用するなど、新たな取

組が必要な状況です。 

今般、私立認定こども園千里山グレース幼稚園（以下「グレース幼稚園」という。）

から、施設内で放課後児童健全育成事業の実施意向が示されました。 

主たる受入対象の留守家庭児童育成室（以下「育成室」という。）は、千二育成室

や千三育成室が対象となり、今年度の児童推計でも入室児童数の増加が見込まれ、

対策が必要な地域であることから、未入室児童（待機児童）を最小限に抑える新た

な方策として、幼稚園等で育成室を開設するための補助事業を実施するものです。 

２ 予算額 

⑴ 歳出予算 5,000 千円 

（款）民生費 （項）児童福祉費 （目）留守家庭児童育成費 

（大事業）留守家庭児童育成事業 （小事業）留守家庭児童育成室運営事業 

節名称 予算額(千円) 説明等 

負担金、補助及び交付金 5,000 
開設に必要な改修や備品購入に係る

補助 

⑵ 歳入予算（特定財源） 3,332 千円 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）民生費国庫補助金 

節名称 予算額(千円) 説明等 

子ども・子育て支援交付金 1,666 補助率 1/3 

（款）府支出金 （項）府補助金 （目）民生費府補助金 

節名称 予算額(千円) 説明等 

子ども・子育て支援交付金 1,666 補助率 1/3 

３ 今後の予定 

令和７年（2025 年）11 月上旬 育成室を開設するための環境整備 

12 月上旬 グレース幼稚園での育成室の入室申請の受付開始 

令和８年（2026 年）４月１日 開室 
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( 2 ) 

４ 事業の実施概要 

⑴ 実施方法 

グレース幼稚園の施設内で民設民営により実施 

⑵ 入室対象児童 

グレース幼稚園の卒園児を優先的に入室の上、空きがある場合は、一般の希望児童

を入室 

⑶ 定員 

30 人程度 

⑷ その他 

小学校からグレース幼稚園までの移動については、自動車等による送迎を予定 

５ その他 

令和８年（2026 年）４月からの運営に係る補助金については、令和８年度（2026

年度）の当初予算として計上を予定しています。 

また、料金は、本市の開室時間内（平日 13 時～17 時、長期休業日８時～17 時、

延長 17 時～19 時、第４土曜日８時 30 分～17 時（延長なし））の利用については、

本市が定める使用料・延長使用料となり、それ以外の自主事業部分については、  

別途グレース幼稚園が定める料金となります。 
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